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 前回(2019 年 12 月 25 日号)に引き続き、今回は、外商投資法、外商投資管理、競争法に関連する重要立法を取り上げます。 

 

1. 外商投資法 
 

○ 外商投資法(主席令第 26 号、2019 年 3 月 15 日公布、2020 年 1 月 1 日施行) 

 

 2019年 3月 15日、｢外商投資法｣(以下｢本法｣といいます。)が第十三回全国人民代表大会第二次会議において可決かつ公布さ

れ、2020 年 1 月 1 日より施行されました。本法の施行に伴い、従来の｢中外合資経営企業法｣、｢中外合作経営企業法｣及び｢外資

企業法｣(いわゆる｢外資三法｣)は廃止されました(本法第 41 条第 1 項)。 

 中国は近年、外商投資企業の設立・登記変更等に関する従来の認可制から届出制への転換、ネガティブリストによる外資参入

規制の緩和等、対外開放の強化及び外資誘致の拡大に関する政策を進めてきました。そして、米中経済摩擦が加熱するなか、

｢改革開放｣以降の外商投資分野の根幹をなしてきた外資三法に代わり、外商投資分野の新たな｢基本法｣としての｢外商投資法｣

を制定・公布し、中国における外商投資管理制度は遂に新しい時代を迎えたといえます。 

 ところで、本法は、ネガティブリスト外の業種への投資に内国民待遇を認める点の再確認や、外国投資者の投資保護、知的財

産権の強制移転の不実施など、経済摩擦において米国が指摘する懸念を払拭しようとするかのような宣言的な条項を中心に構

成されていたため、下位法令による具体化が待たれていました。そうしたなか、本法の施行細則である｢外商投資法実施条例｣(以

下｢実施条例｣といいます。)が 2019 年 12 月 26 日に中国国務院より公布されました 。また、実施条例のほかに、｢外商投資情報

報告弁法｣(以下｢情報報告弁法｣といいます。)、｢外商投資情報報告に関係する事項に関する商務部の公告｣(以下｢情報報告公

告｣といいます。)、｢『外商投資法』を貫徹・具体化し、外商投資企業登記管理業務を適切にすることに関する市場監督管理総局

の通知｣(以下｢登記管理業務通知｣といいます。)及び｢『外商投資法』の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈｣

(以下｢司法解釈｣といいます。)等の本法に関する下位法令や司法解釈も 2019 年年末に公布され、いずれも本法と同じ 2020 年 1

月 1 日に施行されました。 

 以下では、本法の主な内容の概要について、実施条例及びその他の関連法令等において新たに設けられた規定にも触れつ

2019 年の重要立法を振り返る（下） 
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つ、本法の施行による影響及び留意点を解説します。 

 

(1) 本法の主な内容の概要 

 

(ⅰ) 定義 

 本法 実施条例及び関連法令等 

外国投資者 外国の自然人、企業又はその他組織(第2条第2

項) 

 

外商投資 外国投資者が直接的又は間接的に中国国内で

行う投資活動をいい、次に掲げる状況を含む(第

2 条第 2 項)。 

① 外国投資者が単独で、又はその他投資者と

共同で中国国内に外商投資企業を設立する

こと。 

② 外国投資者が中国国内企業の株式、持分、

財産持分又はその他類似する権益を取得す

ること。 

③ 外国投資者が単独で又はその他投資者と共

同で中国国内において新たなプロジェクトに

投資すること。 

④ 法律、行政法規又は国務院が定めるその他

方式による投資 

左記①及び③にいう｢その他投資者｣は、中国の自然人を

含むとされている(実施条例第 3 条)。 

⇒ これまで、一部の例外を除き 1、中国の自然人が株主と

して外国投資者と合弁企業を設立することは認められてい

なかったが、今後は、中国の自然人も外商投資企業の株

主となることができるようになった。 

外商投資企業 全部又は一部が外国投資者により投資され、中

国の法律に基づき中国国内で登記・登録を経て

設立される企業をいう(第 2 条第 3 項)。 

香港、マカオ及び台湾の投資者並びに非居住者である中

国人による投資については、法令に別段の定めがある場

合を除き、本法及び実施条例を参照する(実施条例第 48

条)。 

 

(ⅱ) 外商投資の促進 

 本法 実施条例及び関連法令等 

内資企業との

平等な取扱い

を謳う条項 

参入前内国民待遇＋ネガティブリストによる管

理を実施する(第 4 条第 1 項)。 

｢(ⅳ)外商投資の管理｣参照 

国が企業の発展を支援するための各種政策

は、法により外商投資企業に平等に適用される

(第 9 条)。 

左記｢企業の発展を支援するための各種政策｣には、資

金援助、土地の供給、税金・費用の減免、ライセンスの許

可、標準の制定、プロジェクトの申告、人的リソース政策

等が含まれる(実施条例第 6 条)。 

外商投資に関連する法令の制定については、

適切な方法により外商投資企業の意見及び提

案を求めなければならない(第 10 条)。 

関連法令制定時の外商投資企業の意見及び提案を求め

る｢適切な方法｣として、書面による意見の募集、座談会・

討論会・聴聞会の開催等の形式が規定されている(実施

条例第 7 条)。 

外商投資企業が法により標準制定作業に平等

に参与すること、強化標準の制定の情報及び

社会による監督を保障する(第 15 条第 1 項)。ま

た、国が制定する強制的標準は、外商投資企

業にも平等に適用される(同条第 2 項)。 

強制的標準を上回る技術要求を専ら外商投資企業に適

用してはならない(実施条例第 14 条)。 

外商投資企業が法により公平な競争を通じて 政府調達の調達者又はその代理機構は、(ⅰ)情報発信、

                                                   
1  中国の自然人が出資している内資企業が外国投資者の買収により合弁企業となる場合、中国の自然人が当該合弁企業の株主となることは例

外的に認められていました（「外国投資者による国内企業の合併買収に関する規定」第 54 条参照）。 
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政府調達活動へ参加することを保障する(第 16

条)。 

サプライヤーの条件の確定や資格審査、入札評価標準

等において外商投資企業に対して差別的取扱いをしては

ならず、(ⅱ)調達先の所有制形式、組織形態、持分構成、

投資者の国、商品又はサービスのブランド及びその他不

合理な条件を設置することによりサプライヤーを限定して

はならず、(ⅲ)外商投資企業が中国国内において生産す

る製品や提供するサービスについて内資企業と区別して

はならないとされている(実施条例第 15 条)。 

法令に基づく

優遇政策 

外国投資者や外商投資企業は、法律、行政法

規又は国務院の規定に基づいて優遇措置を享

受することができる(第 14 条)。 

外国投資者や外商投資企業が享受できる優遇措置の分

野として、｢財政、税収、金融、土地利用等｣が定められて

いる(実施条例第 12 条)。 

行政手続の簡

素化 

各人民政府及びその関係部門は、利便性、高

効率、透明性の原則に照らし、作業手続を簡素

化し、作業効率を高め、政府事務サービスを最

適化し、外商投資サービス水準をより一層向上

させなければならない(第 19 条第 1 項)。 

行政手続の簡素化措置の一環として、外商投資企業の

抹消報告、及び外商投資企業の中国国内における再投

資に関する外商投資情報報告については、市場監督管

理総局から商務部に共有されるため、企業が二重報告す

る必要がない(情報報告公告第 1 条、第 4 条)。 

 

(ⅲ) 外商投資の保護 

 本法 実施条例及び関連法令等 

国家による収

用の禁止 

・ 外国投資者の投資に対し収用をしない(第

20 条第 1 項)。 

・ 特殊な状況下において、公共利益の必要性

から、法律規定に基づいて外国投資者の投

資に対して収用又は徴用を実施することが

できるが、法定の手続に従い、かつ、遅滞な

く公平かつ合理的な補償を行わなければな

らない(同条第 2 項)。 

収用の決定に不服がある場合には、行政不服審査を申し

立て、又は行政訴訟を提起することができる(実施条例第

21 条第 3 項)。 

海外送金の自

由の確保 

外国投資者は、中国国内における適法な所得

等について、法により人民元又は外貨により自

由に入金や海外送金することができる(第 21

条)。 

外国投資者の適法な所得等の海外への送金について、

いなかる単位や個人であっても、法に違反して送金の通

貨の種類や金額及び送金の頻度・回数等に対して制限を

してはならない(実施条例第 22 条第 1 項)。 

知的財産権の

保護 

・ 国は外商投資の過程における自由意思の

原則及びビジネスルールに基づく技術提携

の展開を奨励し、技術提携の条件は各投資

者が公平の原則に従い平等に協議し確定

する(第 22 条第 2 項)。 

・ 行政機関及びその職員は、行政手段を利用

して技術の譲渡を強制してはならない(同条

項)。 

行政機関及びその職員は、行政許可、行政検査、行政処

罰、行政強制及びその他の行政上の手段を利用して外

国投資者や外商投資企業に技術の譲渡を強制(又は強

制と同等の行為を)してはならない(実施条例第 24 条)。 

行政による違

法な関与の禁

止及び政府承

諾の遵守 

・ 法的根拠がない場合には、外商投資企業

の適法な権益を減損し、又はその義務を増

加してはならず、市場参入及び撤退の条件

を設けてはならず、外商投資企業の正常な

生産経営活動に干渉してはならない(第 24

条)。 

・ 地方各レベルの人民政府及びその関係部

門は、外国投資者や外商投資企業に対して

法により行った政策承諾及び法により締結

･ 左記｢政策承諾｣とは、地方各レベルの人民政府及び

その関係部門が法定の権限内において、外国投資者

や外商投資企業の当該地区への投資に適用される

支持政策、優遇や便宜の享受等について行う書面に

よる承諾をいう(実施条例第 27 条)。 

・ 国の利益や社会の公共利益により政策承諾や契約

の約定を変更する必要がある場合には、法定の権限

及び手続に従って行い、かつ、これにより損失を被っ

た外国投資者や外商投資企業に対して法により遅滞
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した各種契約を履行しなければならない(第

25 条第 1 項)。 

なく公平かつ合理的な補償を行わなければならない

(実施条例第 28 条)。 

・ 県レベル以上の人民政府及びその関係部門は、外商

投資企業のクレーム対応体制を構築しなければなら

ない(実施条例第 29 条第 1 項)。 

 

(ⅳ) 外商投資の管理 

 本法 実施条例及び関連法令 

ネガティブリス

ト管理制度 

・ 外国投資者は、外商投資参入ネガティブリ

ストに定める投資禁止分野に投資してはな

らず、同ネガティブリストに定める投資制限

分野に投資する場合にはネガティブリスト

所定の条件に合致しなければならない(第

28 条第 1 項、第 2 項)。 

・ 外商投資参入ネガティブリスト外の分野に

ついては、内外資一致の原則により管理を

実施する(同条第 3 項)。 

・ 投資制限分野に投資する際、ネガティブリストに定め

る条件に合致しない場合は、主管部門は、許可、企業

登記、プロジェクト許可等を行わない(実施条例第 34

条第 1 項)。 

・ ネガティブリスト対象外の分野への投資に関する契約

について、関係政府部門の認可や登記が行われてい

ないことを理由に契約の無効又は未発効を当事者が

主張する場合には、人民法院はこれを支持しない(司

法解釈第 2 条第 1 項)。 

・ 投資禁止分野への投資に関する契約について、当事

者が契約の無効を主張する場合には、人民法院はこ

れを支持しなければならない(司法解釈第 3 条)。 

・ 投資制限分野への投資に関する契約について、制限

的参入特別管理措置に違反していることを理由に契

約の無効を当事者が主張する場合には、人民法院は

支持しなければならない(司法解釈第 4 条第 1 項)。 

外商投資企業

の組織・運営

の適用法令 

外商投資企業の組織形態、組織機構及びその

活動準則は、｢中華人民共和国会社法｣、｢中華

人民共和国パートナーシップ企業法｣等の法律

の規定を適用する(第 31 条)。 

 

情報報告制度 国は、外商投資情報報告制度を確立する。外

国投資者又は外商投資企業は、企業登記シス

テム及び企業信用情報公示システムを通じて、

商務主管部門に投資情報を報告・提出しなけ

ればならない(第 34 条第 1 項)。 

・ 2020 年 1 月 1 日以降に設立され、又は変更が生じた

外商投資企業は、従来の商務部門への届出手続が

不要となり、情報報告弁法及び情報報告公告に基づ

き投資情報を報告すれば足りる(情報報告公告第 6

条)。なお、届出制の根拠法である｢外商投資企業設

立及び変更届出管理暫定施行弁法｣(2016 年 10 月 8

日施行)は、2020 年 1 月 1 日に廃止された(情報報告

弁法第 35 条)。 

・ 報告の種類として、初回報告(会社設立登録時)、変更

報告(企業変更登記(届出)時 2)、抹消報告(登記を所

管する市場監督管理部門が商務部門と情報を共有す

るため、企業側において報告手続を行う必要はない)

及び年度報告(前年度の年度報告を毎年1月1日から

6月30日までに行う)等が規定されている(情報報告弁

法第 8 条、第 9 条、第 11 条、第 13 条、第 14 条)。 

安全審査制度 国は、外商投資安全審査制度を確立し、国の

安全に影響し、又は影響するおそれのある外

※ 実施条例を始め、関連法令にも具体的な規定が設け

られなかったため、安全審査制度に関する個別法令の公

                                                   
2   ただし、外商投資企業の実質支配者の変更、輸入設備税減免情報変更等の変更登記が不要な事項の変更については、変更事項発生後 20 営

業日以内に変更報告をすれば足りるとされています（情報報告弁法第 11 条第 2 項、情報報告公告第 3 条）。 



 

 
Ⓒ Nishimura & Asahi 2020 

 
- 5 - 

 

 

商投資に対し安全審査を実施する(第 35 条第 1

条)。 

布が待たれる。 

 

(2) 本法による影響――従前の外商投資企業の会社法等への適用の切り替え 

 

 本法の施行により、外商投資企業の設立根拠法たる外資三法が廃止され、外商投資企業に対する外資三法と会社法による二

重管理が終了します。既存の外商投資企業は、本法施行後の 5 年以内(即ち、2024 年 12 月 31 日まで)にその組織形態等を維持

することができるとされていますが(第 42 条)、言い換えれば、2024 年 12 月 31 日までに、会社法等に沿って組織形態等を変更す

る必要があります。 

 例えば、外資三法において代表的な中外合弁経営企業においては、下表のように、本法の施行後の会社法に基づく組織形態

等に適合するよう変更することが迫られることになります。 

 

比較項目 
本法施行前 

(根拠法：中外合資経営企業法等) 

本法施行後 

(根拠法：会社法等) 

外資の出資比率 原則：25％以上 制限なし 

最高意思決定機関  董事会(株主会設置不可) 

 構成員 3 名以上、董事の人数分配

は、各合弁当事者が出資比率を参考

にして協議により確定する。 

 株主会 

 全株主によって構成する。 

決

議

方

法 

一般事項  董事 1 名につき 1 票 

 議事規則は定款にて規定可能 

 原則：株主の出資比率に基づく 

 ただし、定款で別途規定することができる。 

重大事項(定款修正、

資本金の増減、解

散、合併・分割等) 

出席董事による全会一致 3 分の 2 以上の議決権を代表する株主による採択 

定足数 (董事の頭数)2/3 以上出席 

 

法定の限定なし(定款で規定) 

(合弁当事者以外の第三者

への)持分譲渡に対する制

限 

他の合弁当事者の同意が必要  原則：他の株主の過半数の同意が必要。他の

株主の過半数以上が同意しない場合、不同意

の株主は買取義務あり。 

 ただし、定款で別途規定することができる。 

利益配当 各合弁当事者の登録資本の比率に基づ

き配当する。 

 原則：払込済みの出資金の比率に基づき配当

金を受け取る。 

 ただし、全株主が別途合意した方法に従うこと

もできる。 

残余財産の分配  原則：各合弁当事者の出資比率に基

づき分配する。 

 ただし、別途合意することができる。 

株主の出資比率に基づき分配する。 

 

(3) 今後の留意点 

 

(ⅰ) 会社法等の規定に適用させるよう早期対応が必要 

 

 上記(2)で紹介したように、外資三法を代表する中外合資経営企業法等の規定が会社法等のそれとは大きく異なるため、外資三

法に基づき設立された既存の外商投資企業は、会社法等に適合するよう組織形態等を調整し、変更登記を行う必要があります。

本法施行後の 5 年以内という猶予期間があるものの、中外合弁・合作企業の場合には、中方と協議にも時間を要するため、早期

に検討し、相手方と交渉・協議を進めることが望まれます 3。 

                                                   
3  5 年間の猶予期間内に組織形態等を変更せず、かつ、必要な変更登記を行わなかった場合には、市場監督管理部門は、当該企業の他の登記
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 なお、従来の外商投資企業の組織形態等の変更に関する具体的な取扱いについては、市場監督管理部門により細則が公布さ

れる予定であり、注目する必要があります。 

 

(ⅱ) 関連法令の公布への注目 

 

 本法は、中国の外商投資の基本法として、外商投資の基本定義や保護・管理の方針等について原則的(宣言的)な規定しか定

められておりませんでした。本法施行の直前である 2019 年 12 月下旬頃には外商投資法実施条例を含む関連法令が公布された

ものの、より明確化、具体化されるべき事項も依然として残っているため、今後も外商投資の促進・保護・管理等に関連する法令

が続々と公布されることが予想されます。特に、外商投資の最新版ネガティブリストや組織形態等の変更、安全審査制度に関す

る細則規定の公布には、引き続き注目する必要があります。 

 

2. 外商投資管理 
 

① ｢外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2019 年版)｣(国家発展改革委員会、商務部令第 25 号、2019 年 6 月 30 日

発布、同年7月30日施行)、｢自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2019年版)｣(国家発展改革委員会、

商務部令第 26 号、2019 年 6 月 30 日発布、同年 7 月 30 日施行) 

 

 国家発展改革委員会及び商務部により、｢外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2019 年版)｣(以下｢全国版ネガティブリ

スト｣といいます。)及び｢自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2019 年版)｣(以下｢自貿区版ネガティブリ

スト｣といい、全国版ネガティブリストと合わせて｢全国・自貿区ネガティブリスト｣といいます。)が 2019 年 6 月 30 日に発布され、同

年 7月 30日に施行されました。全国・自貿区ネガティブリストは、それぞれの 2018年版の体裁を維持したうえで、新たな開放措置

を打ち出し、一部の項目を削減しました。以下において、全国・自貿区ネガティブリストのポイントについて紹介します。 

 

(1) 改正の背景 

 

 2017 年 10 月に行われた中国共産党第十九回全国代表大会において、外商投資に対して｢参入前内国民待遇＋ネガティブリス

ト｣という管理制度を全国において実施することが提案され、2019年 3月に公布された外商投資法により、当該管理制度の実施が

明文化されました。｢参入前内国民待遇｣とは、投資参入段階で、(全国・自貿区ネガティブリストに規定されていない分野に)投資

する外国投資者及びその投資に対して中国国内投資者及びその投資を下回らない待遇を与えることであり 4、｢ネガティブリスト｣

とは、国が特定分野(全国・自貿区ネガティブリストに規定されている分野)において外商投資に対して実施する参入特別管理措置

のことです 5。このような管理制度の下で、外資参入規制の更なる緩和という方針に基づき、全国・自貿区ネガティブリストは改正

されました。 

 

(2) 改正ポイント 

 

 国家発展改革委員会によれば、今回の改正は、主に以下の 3 つの原則に基づいています 6。 

(ⅰ) 各分野の全面的な対外開放の拡大の推進 

(ⅱ) 規制項目の削減のみ(新たな規制なし) 

(ⅲ) 国内外統一の監督管理が可能な分野については、外資のみを対象とした規制の撤廃、平等な競争の促進 

 

                                                                                                                                                                                   

事項に関する申請の受付けを行わず、関連状況を公表するとされています（実施条例第 44 条第 2 項）。 

4  外商投資に対して参入前内国民待遇が与えられることにより、内外資共に「市場参入ネガティブリスト（2019 年版）」（発改体改[2019]1685 号、

2019 年 10 月 24 日発布、同日施行）が適用されることになります。 

5  外商投資法第 4 条第 1 項、第 2 項 

6  2019 年 6 月 30 日、国家発展改革委員会により行われた「更なる外資参入の緩和及び対外開放の拡大--国家発展改革委責任者による 2019 年

版外資参入ネガティブリストに関する記者会見」 
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(3) 改正内容 

 

(ⅰ) 全国版ネガティブリスト 

 

 下表の通り、採鉱業、製造業、文化等のサービス業等における一部の分野について、外資参入や外資マジョリティ又は独資が

可能になりました。 

 

業界 対象分野 
改正点 

2018 年版 2019 年版 

採鉱業 石油、天然ガス(炭層ガスを含む、オイルシェー

ル、オイルサンド、シェールガス等を含まない)

の探査、開発 

中外合弁・合作限定 外資独資可能 

モリブデン、錫、アンチモン、蛍石の探査、採掘 外商投資禁止 解禁(外資比率制限なし) 

製造業 画仙紙、墨の生産 外商投資禁止 解禁(外資比率制限なし) 

電力、熱、ガス及

び水の生産供給業 

人口 50 万以上の都市の都市ガス、熱エネルギ

ーの建設、運営 

中国側マジョリティ 外資比率制限撤廃 

交通運輸、倉庫保

管、郵政業 

国内船舶代理会社 中国側マジョリティ 外資比率制限撤廃 

情報通信、ソフトウ

ェア、情報技術サ

ービス業 

(中国が WTO 加盟時に開放を承諾した電信業

務に該当すると解される)付加価値電信業務の

国内マルチ通信業務、データ保存・転送類業

務、コールセンター業務 

中国側マジョリティ 外資比率制限撤廃 

水利、環境、公共

施設管理業 

国が保護する中国原産の野生動植物資源の開

発 

外商投資禁止 解禁(外資比率制限なし) 

文化、スポーツ、娯

楽業 

映画館の建設、経営 中国側マジョリティ 外資比率制限撤廃 

出演仲介機構 中国側マジョリティ 外資比率制限撤廃 

 

(ⅱ) 自貿区版ネガティブリスト 

 

 全国より自由貿易試験区で先に試行する原則に基づき、自貿区版ネガティブリストでは、全国版ネガティブリストの改正に加え
7、下表の分野においてさらに規制緩和がされました。 

 

業界 対象分野 
改正点 

2018 年版 2019 年版 

農業 中国の管轄海域及び内陸水域の水産物の漁獲 外商投資禁止 解禁(外資比率制限なし) 

製造業 出版物の印刷 中国側マジョリティ 外資比率制限撤廃 

 

 また、自貿区版ネガティブリストでは、下表の分野においても従来より対外開放拡大の先行試験を実施しています。 

 

業界 対象分野 
全国版 

ネガティブリスト 

自貿区版 

ネガティブリスト 

製造業 放射性鉱物の製錬及び加工、核燃料の生産 外商投資禁止 外商投資可能(外資比率

制限なし) 

文化、スポーツ、

娯楽業 

芸能公演団体 外商投資禁止 中国側マジョリティ 

                                                   
7  なお、今回の全国版ネガティブリストにおける改正のうち、石油、天然ガスの探査、開発及び出演仲介機構の分野に関しては、自貿区版ネガティ

ブリストでは 2017 年版から 2018 年版への改正で既に規制緩和されています。 
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② ｢外商投資産業奨励目録(2019 年)｣(国家発展改革委員会、商務部令第 27 号、2019 年 6 月 30 日発布、同年 7 月 30 日施

行) 

 

 国家発展改革委員会及び商務部は、｢外商投資産業指導目録(2017 年改正)｣(以下｢2017 年版指導目録｣といいます。)における

｢奨励類｣の内容及び｢中西部地区外商投資優勢産業目録(2017 年改正)｣(以下｢2017 年版中西部目録｣といいます。)の内容を改

正し、一つの目録に統合したものとして、｢外商投資産業奨励目録(2019年)｣(以下｢奨励目録｣といいます。)を 2019年 6月 30日に

発布しました。奨励目録の内容は大きく 2 つに分かれ、前半の｢全国外商投資産業奨励目録｣(以下｢全国目録｣といいます。)は全

国範囲で適用され、後半の｢中西部地区外商投資優勢産業目録｣(以下｢中西部目録｣といいます。)は中西部地区、東北地区及び

海南省等の 22 の省、自治区又は直轄市(以下｢中西部地区等｣といいます。)で適用されます。今回の改正により、2017 年版指導

目録の｢奨励類｣及び 2017 年版中西部目録は廃止されました。以下において、今回施行された奨励目録について紹介します。 

 

(1) 従来の奨励政策の維持 

 

 2017 年版指導目録の｢奨励類｣及び 2017 年版中西部目録に適用される奨励政策は引き続き有効であり、かかる奨励政策の主

な内容は以下の通りです 8。 

(ⅰ) ｢奨励類｣の外商投資プロジェクトに対して、投資総額の範囲内で自社用設備を輸入する場合、当該設備の関税が免除され

る。 

(ⅱ) 一定条件を満たす中西部地区等の｢奨励類｣の業種に従事する外商投資企業に対しては、15％の減税税率で企業所得税

が徴収される。 

(ⅲ) 土地を集約利用する｢奨励類｣の外商投資工業プロジェクトに対して、優先的に土地が供給され、土地の払下最低価格を確

定する際、所在地の土地レベルに対応する全国工業用地払下最低価格基準の 70％を下回らないようにする。 

 

(2) 主な改正ポイント及び改正内容 

 

 国家発展改革委員会によれば、今回の奨励目録への統合・内容改正により、外商投資に関する政策上の連続性と安定性を確

保するとともに、外商投資に対する奨励の範囲がより広がります。現代農業や先進的製造業、ハイテクノロジー、省エネ・環境保

護、現代サービス業等の分野に対する外商投資や外資の地域分布の最適化を促進させ、中国の産業発展や技術進歩、構造最

適化における外資の積極的役割が更に発揮されることが期待されています。具体的な改正ポイント及び改正内容は以下の通り

です 9。 

 

(ⅰ) 大幅な範囲拡大 

 

 奨励目録は全部で 1108 項目あります。そのうち全国目録は 415 項目あり、2017 年版指導目録と比べて 67 項目増え、45 項目

が修正されています。中西部目録は 693 項目あり、2017 年版中西部目録と比べて 54 項目増え、165 項目が修正されています。 

 

(ⅱ) 製 造 業 

 

 全国目録の新規追加又は修正された項目の 80％以上が製造業に関するものです。具体的な内容は下表の通りです。 

 

業界 新規追加又は修正された項目 備考 

電子情報産業 5G モバイル末端に適用するキーデバイスの開発・製造、集積回路用エッチング装置の

製造、IC チップパッケージング設備の製造、クラウドコンピューティング設備の開発等 

全て新規追加 

現代医療産業 細胞療法医療薬のコア原材料、大規模細胞培養製品の開発・製造等 

                                                   
8  2019 年 6 月 30 日、国家発展改革委員会により行われた「更なる奨励範囲の拡大及び外商投資の促進--国家発展改革委責任者による 2019 年

版外商投資産業奨励目録に関する記者会見」 

9  前掲注 10 参照 
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機器製造業 工業用ロボット、新エネルギー自動車、スマートカーのコア部品の製造等 新規追加/修正 

新素材産業 航空・宇宙用新素材の開発・生産、単結晶シリコン、大口径シリコンウェハーの生産等 

 

(ⅲ) 生産型サービス業 10 

 

 全国目録では、引き続き生産型サービス業の開放支援を強化し、サービス業の転換及びレベルアップを促進しています。 

 

業界 新規追加又は修正された項目 備考 

技術サービス 人工知能の開発・応用、クリーン生産 11技術の開発・応用、炭素回収の技術開発及び

サービス、循環型経済の技術開発・応用等 

全て新規追加 

ビジネスサービ

ス 

工事コンサルティング、会計、税務、検証検測認証サービス等 新規追加/修正 

商業貿易流通 コールドチェーンロジスティクスサービスの提供・運用、電子商務システムの開発・応

用、鉄道専用線の建設・経営等 

 

(ⅳ) 中西部地区等への移転 

 

 中西部目録には労働集約型、先進的な適用技術産業及び関連施設に関する項目が追加され、外資系産業の中西部地区等へ

の移転を奨励しています。 

 

地区 地区の特徴 新規追加又は修正された項目 備考 

河南、湖南等 集中的な輸送物流

ネットワーク 

物流倉庫施設の建設、自動車のガススタンドの建設・運営等 全て新規追加 

安徽、四川、陜西

等 

急速に発展した電子

産業の集積 

一般集積回路の製造、タブレットコンピューター技術の開発・生

産、通信端末の研究開発・生産等 

雲 南 、内 モ ン ゴ

ル、湖南等 

特色ある農業資源、

豊富な労働力 

農産物加工、繊維及び衣類、家具製造等 新規追加/修正 

 

3. 競争法関連 
 

 昨年度も、｢独占禁止法｣(以下｢独禁法｣といいます。)に関連する内容をはじめ、競争法に関連した立法の動きがありました。本

稿ではその中から、日本企業の事業活動にも特に関係する、独占的協定及び市場支配的地位の濫用行為の禁止に関する規定

の改正内容を紹介します。 

 2018 年に、全国人民代表大会の採択に基づき、従前は商務部、国家発展改革委員会及び国家工商行政管理総局に分散され

ていた独禁法に関する執行権限が、新設の国家市場監督管理総局に集約されています。下記で紹介する新設規定は、現行の独

禁法執行当局である国家市場監督管理総局が、独禁法上の主要な違法類型である独占的協定及び市場支配的地位の濫用行

為の禁止に関する運用基準を公式に示したものとして注目されます。 

 

① ｢独占的協定の禁止に関する暫定規定｣(国家市場監督管理総局、2019 年 6 月 26 日発布、2019 年 9 月 1 日施行) 

 

 国家市場監督管理総局は、2019 年 6 月 26 日に｢独占的協定の禁止に関する暫定規定｣(本項目において、以下｢新規定｣といい

                                                   
10  生産型サービス業には、生産のために提供される、研究開発設計等の技術サービス、貨物運輸・一般航空生産・倉庫保管及び郵政配達サービ

ス、情報サービス、金融サービス、省エネ及び環境保護サービス、生産型リースサービス、ビジネスサービス、人事管理及び職業教育研修サービ

ス、卸売り及び貿易代理サービス、生産型サポートサービスが含まれています（「生産性服務業統計分類（2019）」第 2 条）。 

11  クリーン生産とは、設計の改善、クリーンなエネルギー及び原料の使用、先進的な工業技術及び設備の採用、管理改善又は総合利用等の措置

を継続して採用し、根本から環境汚染を削減し、資源利用効率を向上させ、生産、サービス及び製品使用の過程における汚染物質の発生又は排

出を減少、回避をもって人体健康及び環境に対する危害を軽減し、又は除去することを指します（中華人民共和国クリーン生産促進法第 2 条）。 
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ます。)を発布しました。新規定は、2019 年 9 月 1 日に施行され、これに伴い、2009 年 5 月 26 日に発布された｢独占的協定、市場

支配的地位の濫用事件の調査・処分手続きに関する工商行政管理機関の規定｣及び 2010年 12月 31日に発布された｢独占的協

定行為の禁止に関する工商行政管理機関の規定｣(本項目において、以下｢旧規定｣と総称します。)を廃止しました(新規定第 36

条)。 

 

 新規定における改正のうち、(1)価格協定の類型具体化、(2)その他独占合意の判断要素の列挙及び(3)リニエンシー制度の改

正が特に注目されます。以下では、新規定のこれら改正の要点について紹介します。 

 

(1) 価格協定の類型具体化 

 

 独禁法では、競争事業者間の独占合意として、以下の行為が禁止されています(独禁法第 13 条(一)乃至(五))。 

 

独禁法上の独占合意(競争事業者間) 

価格の固定又は変更の禁止 

生産数量又は販売数量の制限 

販売市場又は原材料調達市場の分割 

新技術、新設備の購入の制限又は新技術、新製品の開発の制限 

共同の取引拒絶 

 

 旧規定においては、上記のうち｢価格の固定又は変更の禁止｣を除く各行為類型が具体化されていました。新規定は、旧規定に

おける各行為類型に係る規定を若干修正しつつ、新たに｢価格の固定又は変更の禁止｣の行為類型を具体化する規定を追加しま

した。即ち、新規定は、競争関係にある事業者間で禁止される価格協定として、下記の行為を列挙しています(新規定第 7 条)。 

(一) 価格水準、価格の変動幅、利益の水準又は値引金額、手数料等その他の費用を固定又は変更すること。 

(二) 価格計算に用いる標準計算式の採用を取り決めること。 

(三) 協定に関与する事業者による価格の自己決定権を制限すること。 

(四) その他の方法により価格を固定又は変更すること。 

 

 また、独禁法は、取引関係にある事業者間の独占合意として、以下の行為を禁止しています(独禁法第 14 条(一)及び(二))。 

 

独禁法上の独占合意(取引事業者間) 

第三者への商品再販売価格の固定 

第三者への商品再販売最低価格の制限 

 

 新規定は、かかる取引事業者間の独占合意の類型についても具体化しています(新規定第 12 条)。 

(一) 第三者に商品を転売する場合の価格水準、価格の変動幅、利益の水準又は値引金額、手数料等その他の費用を固定する

こと。 

(二) 第三者に商品を転売する場合の最低価格を設定し、又は価格の変動幅、利益水準若しくは値引金額、手数料等のその他

の費用を設定することにより、第三者に商品を転売する場合の最低価格を設定すること。 

(三) その他の方法により、商品の転売価格を固定し、又は商品転売の最低価格を設定すること。 

 

(2) その他独占合意の判断要素 

 

 独占合意に係る上記の独禁法第 13 条及び第 14 条には、いずれも｢国務院独占禁止法執行機構が認定するその他の独占合

意｣というキャッチオール条項が存在しますが、実務上、該当性判断にあたっての考慮要素や要件は不明確でした。新規定は、上

記｢その他の独占合意｣の判断要素として以下を列挙しています(新規定第 13 条第 2 項)。 

(一) 事業者間の協定締結・実施に関する事実 

(二) 市場競争の状況 

(三) かかる市場における事業者の市場シェア及び市場に対する支配力 
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(四) 協定が商品の価格、数量、品質等に及ぼす影響 

(五) 協定が市場参入、技術の進歩等に及ぼす影響 

(六) 協定が消費者、その他の事業者に及ぼす影響 

(七) 独占的協定の認定に関するその他の要素 

 

(3) リニエンシー制度の改正 

 

 独占協定に関する行政処罰について、旧規定においては、重要な証拠を提出して、自主的に状況を報告した事業者に対して、

申請順位及び事件の性質に応じて軽減措置が定められていました。 

 

旧規定における措置 

申請順位 価格関連事件 非価格事件 

第 1 位 任意的減免 免除 

第 2 位 任意的に 50％以上を減額 
情状を酌量して処罰を軽減 

第 3 位以降 任意的に 50％未満を減額 

 

 新規定は、上記制度を以下の通り改正しています。価格関連事件と非価格関連事件の区別が削除されたほか、申請順位及び

減額幅は共に、旧規定の文言と比較して、違反者にとって厳格化されています。 

 

新規定における措置 

申請順位 軽減措置 

第 1 位 任意的減免又は 80％以上減額 

第 2 位 任意的に 30％から 50％減額 

第 3 位 任意的に 20％から 30％減額 

 

② ｢市場支配的地位の濫用行為の禁止に関する暫定規定｣(国家市場監督管理総局、2019 年 6 月 26 日発布、2019 年 9 月 1

日施行) 

 

 独占合意と並ぶ独禁法上の違法類型である市場支配的地位の濫用行為に関して、国家市場監督管理総局は、2019 年 6 月 26

日に｢市場支配的地位の濫用行為の禁止に関する暫定規定｣(本項目において、以下｢新規定｣といいます。)を発布しました。新規

定は、2019 年 9 月 1 日に施行され、これに伴い、2010 年 12 月 31 日に発布された｢市場支配的地位の濫用行為に関する工商行

政管理機関の規定｣(本項目において、以下｢旧規定｣といいます。)を廃止しました。 

 

 新規定における改正のうち、独禁法上の支配的地位の濫用行為の具体化は、実務上、参照価値が高いと思われます。 

 

 支配的地位の濫用行為の具体化は、旧規定でも関連規定が存在しましたが、新規定では、旧規定の文言を一部修正すると共

に、新たに不公正価格取引(独禁法第 17条(一))の具体化規定を新設し、また、適法化要件として機能する｢正当な理由｣を各行為

類型ごとに例示しています。以下では、比較的高シェアを有する企業にとって、日常的な事業活動の上で問題になる｢支配的地位

の濫用行為｣について、新規定の内容も踏まえ、紹介します。 

 

 独禁法は、｢支配的地位の濫用行為｣として、以下の違法類型を規定しています(独禁法第 17 条(一)乃至(六))。 

 

支配的地位の濫用行為の類型 

(1) 不公平な高価格で商品を販売し、又は不公平な低価格で商品を購入すること。 

(2) 正当な理由なく、原価を下回る商品を販売すること。 

(3) 正当な理由なく、取引相手との取引を拒否すること。 

(4) 取引相手が当該当事者とでなければ取引を行うことができないよう限定し、又はその指定する事業者とでなければ取引

を行うことができないよう限定すること。 
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(5) 正当な理由なく、商品を抱き合わせ販売し、又は取引時にその他の不合理な取引条件を付加すること。 

(6) 正当な理由なく、条件が同一の取引相手に対し、取引価格等の取引条件において差別的な取り扱いをすること。 

 

 新規定は、独禁法で規定される上記の各行為類型ごとに、以下の具体化規定を置いています(新規定第 14 条乃至第 19 条)。 

 

各行為類型に係る新規定の内容 

類型 新規定の内容 

(1)  市場支配的地位を有する事業者が不公平な高価格で商品を販売し、又は不公平な低価格で商品を購入する

ことを禁止する。 

 ｢不公平な高価格｣又は｢不公平な低価格｣の認定にあたり、次の各号に掲げる要素を考慮することができる。 

(一) 販売価格又は購入価格は、同一又は類似する市場の条件において、その他の事業者が同類の商品又は比較

可能な商品を販売又は購入する場合の価格を著しく上回る又は下回るか。 

(二) 販売価格又は購入価格は、その他の同一又は類似する市場の条件を有する地域において、同一の事業者が

商品を販売し、又は購入する場合の価格を著しく上回り、又は下回るか。 

(三) コストが基本的に安定する場合、正常な変動幅を超えて販売価格を上げ、又は下げるか。 

(四) 販売商品の値上げ幅がコストの上昇幅著しく上回るか、又は購入商品の値下げ幅が取引相手のコストの削減

幅を著しく上回るか。 

(五) 考慮すべきその他の関連要素。 

※ 同一又は類似する市場条件を認定するときは、販売チャネル、販売形態、需給状況、管理監督の環境、

取引段階、コストの構造、取引状況等の要素を考慮しなければならない。 

(2)  市場支配的地位を有する事業者が正当な理由なく、原価を下回る価格で商品を販売することを禁止する。 

 原価を下回る価格で商品を販売するのを認定するときは、価格が平均可変費用を下回るかを重点的に考慮し

なければならない。平均可変費用とは、商品の生産量に応じて変動する単位あたりの原価をいう。 

※ インターネット等に関連する新しい事業形態における無料なビジネスモデルの場合、事業者が提供する

無料の商品及び関連する有料の商品等の状況を総合的に考慮しなければならない。 

 正当な理由： 

(一) 生鮮商品、季節商品、間もなく使用期限が切れる商品及び過剰在庫品を値引き処理すること。 

(二) 債務の返済、生産商品の変更、休業により商品を値引き販売すること。 

(三) 合理的な期間内に、新商品の普及のために販売促進を実施すること。 

(四) かかる行為の正当性を証明できるその他の理由 

(3)  市場支配的地位を有する事業者が正当な理由なく、次の各号に掲げる方法により、取引相手との取引を拒否

することを禁止する。 

(一) 取引相手との既存取引の数量を実質的に削減すること。 

(二) 取引相手との既存取引を引き延ばし、中断すること。 

(三) 取引相手と新規取引を行うことを拒否すること。 

(四) 制限条件を設けて、取引相手がそれと取引を行うのを困難にすること。 

(五) 取引相手が生産経営活動において、合理的な条件によりその必要な設備を使用することを拒否する。 

※ 第(五)項に基づいて事業者による市場支配的地位の濫用を認定するときは、合理的な投資で別途投資し

て建設を行い、又は当該設備を別途開発して建造する可能性、取引相手が生産経営活動を有効に行う

ための当該設備に対する依存度、当該事業者が当該設備を提供する可能性及び自己の生産・経営活動

に及ぼす影響等の要素を総合的に考慮しなければならない。 

 正当な理由： 

(一) 不可抗力等の客観的原因により取引ができないこと。 

(二) 取引相手の信用情報にネガティブな記録があり、又は経営状況の悪化等が生じて、取引の安全に影響を及ぼ

すこと。 

(三) 取引相手との取引により、事業者の利益を不当に損なうこと。 

(四) かかる行為の正当性を証明できるその他の理由 

(4)  市場支配的地位を有する事業者が正当な理由なく、次の各号に掲げる取引限定行為を実施することを禁止す
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る。 

(一) 取引相手にそれとしか取引を行えないよう限定すること。 

(二) 取引相手がその指定する事業者としか取引を行えないよう限定すること。 

(三) 取引相手がその競争相手と取引を行えないよう限定すること。 

※ 取引限定行為には、直接な限定行為と、取引条件を設けること等で間接に限定する行為がある。 

 正当な理由： 

(一) 商品の安全要件を満たすために必要であること。 

(二) 知的財産権を保護するために必要であること。 

(三) 取引に関する特定の投資を保護するために必要であること。 

(四) かかる行為の正当性を証明できるその他の理由 

(5)  市場支配的地位を有する事業者が正当な理由なく、商品を抱き合わせ販売し、又は取引時にその他の不合理

な取引条件を付加することを禁止する。 

(一) 取引慣行及び消費習慣に背き、又は商品の機能を無視して、異なる商品を抱き合わせて販売し、若しくは組み

合わせて販売すること。 

(二) 契約期間、支払方式、商品の輸送及び引渡方式又は役務の提供方式等に不合理な制限を付加すること。 

(三) 商品の販売地域、販売対象、アフターサービス等に対して不合理な制限を付加する。 

(四) 取引時に、価格以外に不合理な費用を付加すること。 

(五) 取引の目的物と関係のない取引条件を付加すること。 

 正当な理由： 

(一) 正当な業界慣行及び取引慣行に適合すること。 

(二) 商品の安全要件を満たすために必要であること。 

(三) 特定の技術を実現するために必要であること。 

(四) かかる行為の正当性を証明できるその他の理由 

(6)  市場支配的地位を有する事業者が正当な理由なく、条件が同一の取引相手に対し、取引条件の面で次の各号

に掲げる差別的取扱いをすることを禁止する。 

(一) 異なる取引価格、数量、品種、品質等級を適用すること。 

(二) 異なる数量割引等の優遇条件を適用すること。 

(三) 異なる支払条件、引渡方式を適用すること。 

(四) 異なる修理保証内容及び期間、修理内容及び時間、部品供給、技術指導等のアフターサービスの条件を適用

すること。 

※ 条件が同一であることとは、取引の安全、取引のコスト、規模及び能力、信用情報、取引段階、取引の持

続期間等の面で、取引に影響を及ぼす実質的な差異が取引相手間に存在しないことをいう。 

 正当な理由： 

(一) 取引相手の実際のニーズに応じて、かつ正当な取引慣行と業界慣行に適合し、異なる取引条件を適用するこ

と。 

(二) 新規取引先とのの初回の取引において、合理的な期間内に優遇施策を実施すること。 

(三) かかる行為の正当性を証明できるその他の理由 

 

4. 終わりに 
 

 本年も中国では様々な重要立法がなされることが予想されます。読者の皆様とともにフォローして参りたいと思います。 
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に就任(うち、2015-2016 年上海駐在)。株式会社三井住友銀行総務部での勤務を経て、2017 年西村あさひ法律事

務所に参画。2019 年より北京に駐在。 

日本国内の会社法務全般、中国内外の M&A、中国現地法人の会社法務等を主に取り扱う。 

 

木
きの

下
し た

 清
せい

太
た

 
西村あさひ法律事務所 弁護士 上海事務所代表 

s_kinoshita@jurists.co.jp 

2010 年慶應義塾大学法学部卒業。2012 年慶應義塾大学法科大学院修了。2013 年弁護士登録。 

日本国内の会社法務・紛争全般、中国内外の M&A、独占禁止法等を主に取り扱う。 
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西村あさひ法律事務所 フォーリンアトーニー 

y_lu@jurists.co.jp 

2010年中国律師登録。2003 年中国政法大学法学部卒業。2008 年慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程修了。 

中国における外商投資、M&A、会社法務等を主に取り扱う。 
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西村あさひ法律事務所 フォーリンアトーニー 

w_guo@jurists.co.jp 

2012 年中国律師登録。2009 年より北京市世澤法律事務所および北京市大地法律事務所で勤務、2012 年 12 月よ

り現職。 

中国における外商投資、M&A、労務、会社法務等を主に取り扱う。 
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西村あさひ法律事務所 フォーリンアトーニー 

z_chen@jurists.co.jp 

2011 年華東政法大学外国語学部卒業(B.A.)、華東政法大学法学部卒業(副専攻)、2017 年東京大学大学院法学政

治学研究科修了。2011-2014 年三菱商事(上海)有限公司に勤務、2017 年 4 月より現職。 

中国における外商投資、M&A、会社法務等を主に取り扱う。 
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西村あさひ法律事務所 フォーリンアトーニー 

j_lin@jurists.co.jp 

2012 年北京理工大学法学部卒業(LL.B.)、北京理工大学管理・経済学部卒業(BBA)(Double Major)、2016 年東京大

学大学院法学政治学研究科修了。2019 年 4 月より現職。 

中国における外商投資、M&A、会社法務等を主に取り扱う。 
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